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議案第８０号

取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例（平成１４年条例第１１号）の一部

を別紙のとおり改正する。

平成２８年１１月２９日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

取手市手数料，使用料における受益者負担のあり方に関する基本方針に基づき，公

平性・公益性の確保の観点から，取手市ギャラリーの使用料の額を見直すため，本条

例の一部を改正するものです。



- 2 -

取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例（平成１４年条例第１１号）の一部

を次のように改正する。

別表第１及び別表第２を次のように改める。

別表第１（第４条関係）

別表第２（第４条関係）

付 則

（施行期日）

１ この条例は，平成２９年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の取手市ギャラリーの設置及び管理に関する条例の規定

は，この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し，同日前の申請に

係る使用料については，なお従前の例による。

ギャラリー名 利用区分

１日当たりの使用料

市民（市内に住所を

有し，通勤し，又は

通学する者）

市民以外の者

とりでアート

ギャラリー

Ａスペース １,５００円 ３,０００円

Ｂスペース ２,８８０円 ５,７６０円

Ａ及びＢスペース ４,３８０円 ８,７６０円

ギャラリー名 利用区分

１週間当たりの使用料

市民（市内に住所を

有し，通勤し，又は

通学する者）

市民以外の者

取手駅市民

ギャラリー

東スペース １,５００円 ３,０００円

西スペース １,０５０円 ２,１００円

東及び西スペース ２,５５０円 ５,１００円

藤代駅市民

ギャラリー

南スペース ６００円 １,２００円

北スペース ６００円 １,２００円

南及び北スペース １,２００円 ２,４００円


